
保護者の皆様へ 

     芳井小学校長 黒木 克美 

 

芳井小学校 校内ルールについて 

 

  芳井小学校では次のような校内ルールを作成し、教職員間で守っていくことにしています。 

ご家庭におかれましても、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。  

＊ いじめやわいせつ、セクハラ、体罰等について、お気づきのことがありましたら学校相談窓口の

教頭をはじめ、誰にでもご相談ください。                （Ｒ３ 改訂） 

【相談窓口】  

学校（どの職員でも相談してください。） 

  井原市教育相談室（０８６６－６２－８０９０） 

【基本姿勢】  

不祥事の防止のためには「常識ある市民である」という自覚が大切です。心にゆとりをもち、 

突然の事態にも冷静謙虚に対応するよう努めます。  

  １ 守秘義務  

・  児童の健康面・学習面・生活面や家庭環境等に関する個人情報は、取り扱いに注 

意する。  

・  校外への持ち出しは、原則禁止とする。  

２ 携帯電話の取り扱い  

・  必要の無いときには持ち歩かず、職員室へ置く。  

・  児童や保護者との携帯電話での連絡はしない（含：私的な電子メール・SNS等） 

３ 体罰の禁止  

・  いかなる体罰も、厳禁。  

 ４ 児童の送迎  

・  児童の送迎は、原則として保護者に依頼する。  

 ５ 公金の扱い  

・  公金は全て口座振替で扱う。支払調書を作成し、金銭の流れを明確にする。  

 ６ その他  

・  不測の事態が起きたときには速やかに管理職へ報告する。  

・  上記以外のこと（交通違反・飲酒運転・わいせつ・セクハラ・パワハラ）についても 

校内研修を通してモラル意識の向上を図るとともに、日頃からの人間関係を豊かにする 

取組によって、その未然防止に努める。 


